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新学期以降のマスク着用及び教育活動について 
 

春陽の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げま

す。また、令和４年度も本校教育活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうござい

ました。 

さて、裏面「令和５年（２０２３年）３月２２日北海道教育委員会」のリーフレットの

とおり令和５年４月１日より学校でのマスク着用を求めないこととなりました。基礎疾患

があるなどの感染不安や、健康上の理由からマスクを着用するお子さんもいることから、

お子さんのマスクの着用についてご家庭でも相談していただきたく思います。 

下記のとおり、八丁平小学校での基本的な考えと対応をお知らせいたします。 

なお、４月７日（金）に実施される入学式もマスクの着用は必要ありません。 
 

記 
 

教育活動におけるマスクの取扱いについて 

（１）下記（２）の場合を除き、学校生活すべての場面でマスクの着用は必要ありません。 

（２）マスクを着用する必要がある場面は、現時点で以下の４つを想定しています。 

  ①公共交通機関で社会科見学に行く乗り物の中 

  ②総合的な学習の時間や社会科見学で医療機関や高齢者施設に行く場合 

また、見学先でマスク着用を求められる場合 

  ③給食当番をするとき（エプロン・三角巾・マスクが必要です。） 

  ④家庭科の調理実習で調理するとき 

（３）給食の際の黙食は、新学期より、とりやめます。感染対策のため、換気しながら、

机を向かい合わせにしないなどの措置を講じます。食事のマナーとして大きな声を

出さないことを指導します。 

（４）５類移行となる５月７日までの間は、歌や鍵盤ハーモニカ・リコーダーの演奏は、

アリーナや多目的室・視聴覚室など広い部屋で学習します。 

（５）外での学習（体育や理科、生活科など）や休み時間の外遊びは、熱中症対策のため

マスクを外すように指導します。 

（６）換気、手洗い・消毒は、基本的な感染対策として今後も継続していきます。 

（７）事情によりマスクを外せない人もいることから、児童がお互いに思いやりの気持ち

を持てるように、また、マスク着用の有無による差別・偏見等が生じないように指

導します。 

（８）５類移行となる５月７日までは、発熱・風邪症状等によるお休みは従来通り出席停

止となります。発熱・風邪症状がある場合には、ご自宅での休養をお願いします。

また、校内で発熱・風邪症状が見られた場合には、お迎えに来ていただいたり、感

染拡大防止のためにお子さんにマスク着用させて様子を見たりすることもあります

のでご承知おきください。 

→裏に続く 



 


